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:自転車は
寄りを
くり走ります

70歳以上の高齢者や
13歳未満の子供は、

標識の有無に関係なく

歩道を通行することが

できます。
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:普通自転車は、左の標識が掲げられている :
:歩道では通行することができます。    :

―時停止場所や
赤信号では

51万円‐以下|の罰金
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高校生が夜間、携帯電話を操作 しながら無灯

火で自転車を運転中、前方の歩行者と衝突。

歩行者に重大な障害が残つた。

(横浜地裁 平成 17年)||  | ‐ ・
||

高校生が自転車で道路を斜め横断し、向かつ

てきた自転車と正面衝突。対向自転車の運転

者に重大な障害が残つた9__.....
(東京地裁 平成 20年)|■ |||‐ |||‐■
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信号無視をした自転車が横断歩道を歩いていた

高齢者と衝突。高齢者は死亡。

(東京地裁平成26年)|■|・ ■■
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まずは、現在加入している保険などを確認し、加入していない方は、自分に合つた保険等を選択して加入しましょう。保険

等に:よ、個人利用向け (日常生活利用)と事業者向け(業務利用)があります。■■ |:.■■
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|■ |:保険等…自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を保障することができる保険又は共済。
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